
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント時の休憩場所、ミーティングや交流会などにご活用ください☆お食事の持込み可、 

別途ケータリング手配も可能です。調理を伴うご利用については、申請前にご相談ください。 

なお、不特定多数への飲食の提供をする場合は保健所の届け出が必要になります。      

 

 

大東市立総合文化センターからのご案内 

 

大東市立総合文化センター［指定管理者：株式会社アステム］ 
〒574-0037 大東市新町 13-30 大東市立総合文化センター（サーティホール）２階 総合事務室 

ＴＥＬ ０７２-８７３-００３０ 
受付：午前９時～午後９時   休館日：第１・３月曜日（休日の場合はその翌日） 

ご利用にはまず申請を♪ 

 

ホールスペース・調理室とも、それぞれ １時間 ９００円（時間単位） 

でご利用いただけます。調理室のみでのご利用はできません。 

  ※利用時間には準備～原状回復後の搬出までを含みます。 

  ※お申込みは６ヶ月前に当たる日が属する月の初日から使用日 15 日前まで 

 ●ただし、土日祝の単独でのご利用は利用日の３ヶ月前からの申込みとなります。 

 

【定員６２名、テーブル・イス含む】 

有料 

詳しくは２階 総合事務所まで 

 

旧レストランのスペースを 

“こみってぃさろん”として 

様々な用途でご利用いただけます♪ 

 

 


